
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号 20２1 年６月１日発行 

浦安市障がい者就労支援センター 

（浦安市ワークステーション 1F） 

住 所 〒279-0032 浦安市千鳥 1５-5 

ＴＥＬ 047－304－6200 

開館日 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

開館時間 午前９：００～午後５：3０ 

◆新型コロナウイルス感染症対策について◆ 

咳エチケットの観点から、職員はマスクを着用するようにし

ております。 

自宅で検温の上、来所をお願いいたします。 

（37.5℃以上の発熱等の風邪症状がある場合は来所を控えてください） 

マスクの着用と来所および退所時に手指の消毒のご協力をお

願いいたします。 

面談および講座の運営はソーシャルディスタンスを保ち実施

しております。 

 

浦安市障がい者就労支援センター 

（浦安市ワークステーション 1F） 

〒２７９-0032 浦安市千鳥 1５-5 

開館日 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

開館時間 午前９：００～午後５：3０ 

 

☆皆様よろしくお願いいたします！ 

令和３年４月１日より、浦安市障がい者就労支援センターの管理者をさせていただいております興松（おき

まつ）と申します。趣味はスポーツ観戦で千葉マリンスタジアムや船橋アリーナに出没します。料理を作るこ

とも好きでカレーや卵料理、チャーハンが得意です。アニメや鉄道、ジャニーズ、旅行など多趣味なのでいろ

んな話がしたい方は、浦安市障がい者就労支援センターへ是非ともお越しください！ お待ちしております。 

福祉業界に入る前は 10 年間、製販会社で営業の仕事をおこなっていました。福祉業界は就労支援を中心に

10 年くらいなります。ご縁があり今年度より浦安市で仕事をさせていただくことになりました。 

浦安市障がい者就労支援センターでは持続可能な地域づくりへ向けて、多様性を認め、包括的な社会を目指

していきます。障がいのある本人、家族が孤立するのではなく、地域の人々との交流の場をつくり、平等で公

平な地域づくりをおこなっていきます。 

昨年度までおこなってきた仕事探しのお手伝いや企業様へ訪問させていただき、職場の環境調整について引

き続き支援させていただきます。皆さんにとってより良いサポートができればと考えています。また、就労へ

向けたセミナーや利用者さん同士やご家族、地域の方との交流の場をつくっていきたいと思います。『こんな

ことやってほしい』『こんなことやってみたい』などありましたら、ご意見お待ちしておりますのでよろしく

お願いいたします。 

アクセス 

公共交通機関 

舞浜駅南口より東京ベイシティバス 

２０系統千鳥線（バス乗車１０分） 

舞浜 行（千鳥循環） 千鳥西 行 

クリーンセンター 行 

クリーンセンター下車 徒歩７分 

※千鳥車庫行のバスはクリーンセンタ

ーバス停には停車しません。 

 

 

 

 

至舞浜駅 

クリーンセンターバス停 

浦安市斎場 

浦安市クリーンセンター 
浦安市ワークステーション 

支援センターまでのアクセス 

浦安市障がい者就労 
 支援センター通信 

https://2.bp.blogspot.com/-F4dXranYRPE/UchCE6ktikI/AAAAAAAAVJ8/7lhxSugK8Sk/s800/recycle.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦安市障がい者就労支援センター 

●利用の方法● 

① 利用に際しては支援登録を行っていただきます。 

② 登録に際しては、必ず利用者ご本人またはご家族との 

面談を実施させていただきます。 

③ 登録完了後の各種支援・サービスのご利用は、原則とし

て予約制となります。 

 

●利用できる方● 

① 浦安市にお住まいで障害のある方とそのご家族 

② 15 歳以上（義務教育終了者）の方 

③ 浦安市に登録の法人 

●主な支援内容● 

・就労相談・登録 

・就労実習・訓練の実施 

・就職活動支援 

・職場定着支援（アフターケア） 

・離職者支援 

・情報提供 

・他機関との調整・連携 

＜面談室＞ 

 職場には、就業規則や勤怠など、守らなければならないルールがあります。 

一方、ビジネスマナーはルールのように厳格に決まっていません。人を思いやり、不快感を与えないこ

とで、職場の人たちとのコミュニケーションを円滑に図り、仕事を上手くすすめるために欠かせないもの

がビジネスマナーです。 

あいさつはコミュニケーションの基本と言われ、「心を開いて相手に近づく」という意味があります。

他者と仲良くなる第一歩となるのが、あいさつです。自分から相手の目を見て元気よく、よく聞こえる声

で、心を込めてあいさつしましょう。 

 

心を込めてあいさつすることで…  

★ 対面では好印象を与える。 

★ 人間関係を円滑にする。 

★ その日の体調の変化などを相手が把握できる。 

ビジネスマナー 

チェック！ 
あいさつで印象アップ 

 


